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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年６月２３日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  石 川 敏 行 

   委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２２年４月２８日 ２３時４５分ごろ 

発生場所 北海道函館市渡島住吉港東防波堤灯台から真方位２１８°０.９海里（Ｍ）

付近 

（概位 北緯４１°４４.５′ 東経１４０°４２.５′） 

事故調査の経過 平成２２年４月３０日、本事故の調査を担当する主管調査官（函館事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 りゅうえい、６９７トン 

１３５３５６、北海道海運株式会社 

７３.２２ｍ（Lr）×１４.５０ｍ×７.５２ｍ、鋼 

ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成１３年６月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ３９歳 

四級海技士（航海）免状 

免 許 年 月 日 平成１５年４月２日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２０年２月１９日 

免状有効期間満了日 平成２５年４月１日 

一等航海士 男性 ５９歳 

四級海技士（航海）免状 

免 許 年 月 日 平成２２年４月７日 

免 状 交 付 年 月 日 平成２０年４月７日 

免状有効期間満了日 平成２７年４月６日 

 死傷者等 なし 

 損傷 左舷船首外板に破口等 

 事故の経過 

 

本船は、船長、一等航海士及び次席一等航海士ほか３人が乗り組み、石

炭殻約７８７ｔを積載し、船首約３.０ｍ、船尾約４.５ｍの喫水をもっ

て、函館市函館港に向けて航行中、函館市恵山岬の東方１０Ｍ付近で、一

等航海士が次席一等航海士から当直を交替した。 

本船は、函館市汐首岬西北西方約４Ｍの地点で、針路を約２７０°（真

方位、以下同じ｡）とし、約１２ノットの速力で航行中、平成２２年４月

２８日２３時４５分ごろ、渡島住吉港東防波堤灯台から２１８°０.９Ｍ付

近に存在する大鼻岬付近の岩礁に乗り揚げた。 

船長は、自室で就寝中、今まで感じたことがない衝撃で目覚め、窓から

周囲を確認したところ、本船が乗り揚げたものと判断して急ぎ昇橋し、操

舵スタンド前で機関を後進に操作していた一等航海士に状況を尋ねたとこ
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ろ、「気付いたら目の前にあった」と返答があった。 

船長は、機関を使用して離礁を試みるものの離礁できなかったため、主

機を停止し、船舶管理会社への事故報告、海上保安部への通報及び救助要

請を行った。 

乗組員は、救助のため来援した交通船で退船した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南東、風力 ７、視界 良好 

海象：波向 東、波高 約４ｍ、潮高 ５８cm（４月２９日００時 函

館） 

津軽海峡に海上強風警報、渡島東部に強風波浪注意報発表中であった。 

 その他の事項 本船は、平素、渡島半島沖の津軽海峡を西進する場合、汐首岬南方約

０.８Ｍ付近を通過後、大鼻岬の南方約１Ｍ付近に向けて航行していた。 

船長は、事故当時は荒天であったが、南東の追風であり、本船の航行に

支障を生じるものではないと考えていた。 

本航海は、函館港到着後は港外で錨泊し、翌朝、陸上と連絡の後に着岸

する予定であり、函館港着を急いでいなかった。 

当直者は、平素、船橋内中央にある背もたれ付きの椅子に腰掛け、自動

操舵として航行していた。 

本船には、操舵コンソール盤内に熱線センサーにより人体の動作を探知

する居眠り防止装置が組み込まれており、同装置は、人体の動作を４分間

探知できない場合、船橋内に１次警報を発し、引き続き１分間動作を探知

できない場合、船橋下段の船員室前廊下に設置されたスピーカーから２次

警報を発するよう設定され、乗組員が設定を操作できない構造になってい

た。 

本船の居眠り防止装置は、警報を発するまでの時間が４分間と短く、

度々警報音が鳴るので、当直者は、１次警報音が鳴った場合は、手を振る

等の動作をとってセンサーに探知させて警報音を止めていた。 

本事故当時、２次警報は、発せられていなかった。 

一等航海士は、十勝港での積荷役作業中、清掃等の軽作業にのみ従事し

ていた。 

次席一等航海士が当直を交替した際、また、事故後に船長が昇橋した

際、一等航海士の体調には異常は認められず、呼気から酒の匂いはしな

かった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

不明 

本船は、函館港に向けて津軽海峡を航行中、汐

首岬西北西方沖において針路約２７０°とした

が、大鼻岬付近の岩礁に向く針路であったことか

ら、同岩礁に向けて航行して乗り揚げたものと考

えられるが、本事故当時単独で当直に就いていた

一等航海士が事故後に死亡したため、乗揚に至る

状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、夜間、本船が、函館港に向けて津軽海峡を航行中、汐首岬西

北西方沖で変針した針路が大鼻岬付近の岩礁に向く針路であったため、同

岩礁に向けて航行して乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。  




